
船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成３０年７月９日 ０８時５５分ごろ 

発生場所 関門港六連
む つ れ

島区 

 六連島東防波堤灯台から真方位２００°４５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５８.３′ 東経１３０°５２.０′） 

事故の概要  油タンカー第八伸
しん

幸
こう

丸は、着桟操船中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１１月２０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油タンカー 第八伸幸丸、９９９トン 

１４１５５７、吉岡海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部外板の凹損等 

岸壁 コンクリート上面の欠損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長ほか８人が乗り組み、着桟操船中、左舵一杯とした状

態で主機を中立運転とし、次いで約７ノット（kn）の行きあしがある

状態で主機操縦レバーを後進に操作したところ、後進に入らず、左舷

錨を投下したものの、左回頭しながら岸壁に衝突した。 

本船は、本事故後、主機製造業者による点検が行われ、主機を後進

に操作した際、保護機能が作動していたことが判明した。 

分析 本船は、着桟操船中、約７kn の行きあしがある状態で主機操縦レバ

ーを後進に操作したことから、保護機能が作動して主機のクラッチが

後進に入らず、左舷錨を投下したものの、岸壁に衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、着桟操船中、約７kn の行きあしがある状態で主

機操縦レバーを後進に操作したため、保護機能が作動して主機のクラ

ッチが後進に入らず、左舷錨を投下したものの、岸壁に衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・着桟操船は、余裕を持って前進行きあしを制御できる速力で接近

すること。 

 


